
 新旧対照表
 

沖縄県空港の設置及び管理に関する条例 新旧対照表 （昭和47年沖縄県条例第20号）
 
 改　　正　　案 現　　　　　行

 

   　（趣旨） 　（趣旨）

　（略） 　この条例は、県の管理する空港の設置及び管理に関して必要な事項を定める  第１条 第１条

   ものとする。

   

   　（設置） 　（設置）

   第２条 第２条　（略） 　県に、次の表のとおり空港を設置する。
    
   名　　　　称 位　　　　置 名　　　　称 位　　　　置
   

                  伊 江 島 空 港              伊　江　村           伊 江 島 空 港              伊　江　村
                  粟　国　空　港              粟　国　村           粟　国　空　港              粟　国　村
                  久 米 島 空 港              久 米 島 町           久 米 島 空 港              久 米 島 町
                  慶 良 間 空 港              慶 良 間 村           慶 良 間 空 港              慶 良 間 村
                  宮　古　空　港              宮 古 島 市           宮　古　空　港              宮 古 島 市
                  下 地 島 空 港              宮 古 島 市           下 地 島 空 港              宮 古 島 市
                  多 良 間 空 港              多 良 間 村           多 良 間 空 港              多 良 間 村

                  石　垣　空　港              石　垣　市           新 石 垣 空 港              石　垣　市
                  波 照 間 空 港              竹　富　町           波 照 間 空 港              竹　富　町
                  与 那 国 空 港              与 那 国 町           与 那 国 空 港              与 那 国 町
                  北 大 東 空 港              北 大 東 村           北 大 東 空 港              北 大 東 村
              南 大 東 空 港              南 大 東 村           南 大 東 空 港              南 大 東 村           
   

   

   　（運用時間） 　（運用時間）

　（略） 　空港の運用時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、知事は、定期便  第３条 第３条

  の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更

   することが出来る。
   
   名　　　　称 運　用　時　間 名　　　　称 運　用　時　間
   

                  伊 江 島 空 港 ９時から17時まで　　           伊 江 島 空 港 ９時から17時まで　　
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                  粟　国　空　港 ８時から18時まで  　           粟　国　空　港 ８時から18時まで  　
                  久 米 島 空 港 ８時から19時30分まで           久 米 島 空 港 ８時から19時30分まで
                  慶 良 間 空 港 ８時から18時まで　　           慶 良 間 空 港 ８時から18時まで　　
                  宮　古　空　港 ８時から21時まで  　           宮　古　空　港 ８時から21時まで  　
                  下 地 島 空 港 ８時から19時30分まで           下 地 島 空 港 ８時から19時30分まで
                  多 良 間 空 港 ８時から18時まで  　           多 良 間 空 港 ８時から18時まで  　

                  石　垣　空　港 ８時から21時まで  　           新 石 垣 空 港 ８時から21時まで  　
                  波 照 間 空 港 ８時から18時まで  　           波 照 間 空 港 ８時から18時まで  　
                  与 那 国 空 港 ８時から19時30分まで           与 那 国 空 港 ８時から19時30分まで
                  北 大 東 空 港 ８時から18時まで  　           北 大 東 空 港 ８時から18時まで  　
              南 大 東 空 港 ８時から18時まで  　           南 大 東 空 港 ８時から18時まで  　
   

    　  　

   　（重量制限） 　（重量制限）

　使用者は、航空機の重量（最大離陸重量をいう。以下同じ。）の換算単車両 　使用者は、航空機の重量（最大離陸重量をいう。以下同じ。）の換算単車両 第５条 第５条

荷重が、下地島空港にあつては35トン以上、宮古空港、石垣空港　及び久米島空港 荷重が、下地島空港にあつては35トン以上、宮古空港、新石垣空港及び久米島空港 

 にあつては31.5トン以上、与那国空港にあつては18.3トン以上、伊江島空港、多良 にあつては31.5トン以上、与那国空港にあつては18.3トン以上、伊江島空港、多良

 間空港、南大東空港及び北大東空港にあつては8.5トン以上、粟国空港及び波照間空 間空港、南大東空港及び北大東空港にあつては8.5トン以上、粟国空港及び波照間空

 港にあつては３トン以上、慶良間空港にあつては2.5トン以上となる場合は、空港の 港にあつては３トン以上、慶良間空港にあつては2.5トン以上となる場合は、空港の

 施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでな 施設を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでな

   い。 い。

   ２　（略） ２　（略）

   

   　（指定駐車場） 　（指定駐車場）

　宮古空港及び石垣空港　の駐車場のうち、知事が指定するもの（以下「指定 　宮古空港及び新石垣空港の駐車場のうち、知事が指定するもの（以下「指定 第20条 第20条

 駐車場」という。）を利用する者は、別表第３に定める駐車料を納付しなければな 駐車場」という。）を利用する者は、別表第３に定める駐車料を納付しなければな

   らない。ただし、利用の時間が30分未満である場合は、徴収しない。 らない。ただし、利用の時間が30分未満である場合は、徴収しない。

   ２　（略） ２　（略）

   

   　（事務処理の特例） 　（事務処理の特例）

　（略） 　この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次の表の左 第23条 第23条

 欄に掲げる空港に係る同表の右欄に掲げるものは、地方自治法（昭和22年法律第67
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 号）第252条の17の２第１項の規定により、それぞれ当該空港の所在市町村が処理す

 ることとする。

 
 名　　称 事　　務 名　　称 事　　務
 

（略） （略） 伊江島空港　粟国空 １　第３条第２項に規定する許可に関する事務（国の機 
  港　久米島空港　慶 関に対する許可に関する事務を除く。）

良間空港　多良間空 ２　第４条第１項に規定による届出の受理に関する事務 

  港　波照間空港　与 （国の機関の届出の受理に関する事務を除く。）
那国空港　北大東空 ３　第４条第２項の規定による指示に関する事務（国の 

  港　南大東空港 機関に対する指示に関する事務を除く。）
 ４　第５条第１項に規定する重量制限に関する事務（国

  の機関に対する重量制限に関する事務を除く。）
  ５　第６条に規定する区域を定める事務

  ６　第８条第１項に規定する入場票の交付に関する事務
  ７　第８条第２項に規定する入場の制限に関する事務

 ８　第10条に規定する車両の使用及び取扱いの制限に関
  する事務

  ９　第11条に規定する許可、禁止等に関する事務
  10　第17条に規定する違反者に対する措置に関する事務

 11　１から10までに掲げるもののほか、この条例の施行
 のための規則に基づく事務であつて、別に規則で定め

 るもの
 

宮古空港　石垣空港 １　第３条第２項に規定する許可に関する事務（国の機 宮古空港　新石垣空 １　第３条第２項に規定する許可に関する事務（国の機 
   　 関に対する許可に関する事務を除く。） 港 関に対する許可に関する事務を除く。）
 ２　第４条第１項に規定による届出の受理に関する事務 ２　第４条第１項に規定による届出の受理に関する事務

   （国の機関の届出の受理に関する事務を除く。） （国の機関の届出の受理に関する事務を除く。）
 ３　第４条第２項の規定による指示に関する事務（国の ３　第４条第２項の規定による指示に関する事務（国の

   機関に対する指示に関する事務を除く。） 機関に対する指示に関する事務を除く。）
 ４　第５条第１項に規定する重量制限に関する事務（国 ４　第５条第１項に規定する重量制限に関する事務（国

   の機関に対する重量制限に関する事務を除く。） の機関に対する重量制限に関する事務を除く。）
   ５　第６条に規定する区域を定める事務 ５　第６条に規定する区域を定める事務

   ６　第８条第１項に規定する入場票の交付に関する事務 ６　第８条第１項に規定する入場票の交付に関する事務
   ７　第８条第２項に規定する入場の制限に関する事務 ７　第８条第２項に規定する入場の制限に関する事務

 ８　第10条に規定する車両の使用及び取扱いの制限に関 ８　第10条に規定する車両の使用及び取扱いの制限に関
   する事務 する事務

   ９　第11条に規定する許可、禁止等に関する事務 ９　第11条に規定する許可、禁止等に関する事務
   10　第17条に規定する違反者に対する措置に関する事務 10　第17条に規定する違反者に対する措置に関する事務
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   12　第20条に規定する駐車料の徴収に関する事務 12　第20条に規定する駐車料の徴収に関する事務
 11　１から11までに掲げるもののほか、この条例の施行 11　１から11までに掲げるもののほか、この条例の施行
 のための規則に基づく事務であつて、別に規則で定め のための規則に基づく事務であつて、別に規則で定め

 るもの るもの
 


